
　
「
皆
年
金
」と「
皆
保
険
」は
1
9
6
1（
昭

和
36
）年
度
に
同
時
ス
タ
ー
ト
し
、こ
の
春
、

50
年
の
節
目
を
迎
え
る
。医
療
保
険
は
国

民
健
康
保
険
を
、年
金
制
度
も
国
民
年
金

を
基
盤
と
し
、い
ず
れ
も
そ
の
運
営
に
苦

し
む
。

創
設
時
か
ら
の「
宿
命
」を
抱
え

　

皆
年
金
体
制
の
構
築
が
政
治
課
題
に

な
っ
た
頃
、厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
加

入
者
は
約
1
2
4
6
万
人（
恩
給
制
度
を

含
む
）で
被
用
者
総
数
の
約
70
％
、農
林
水

産
業
者
、商
工
業
者
ら
を
含
む
全
就
業
者

数
の
約
30
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た（
1
9
5
7

年
）。膨
大
な
無
年
金
者
を
、社
会
保
険
方

式
で
カ
バ
ー
す
る
の
か
、税
方
式
で
包
み

込
む
の
か
。論
争
の
末
、実
現
可
能
性
の
高

い「
国
民
年
金
」と
名
付
け
た
社
会
保
険
を

採
用
し
、発
足
時
50
歳
以
上
は「
老
齢
福
祉

年
金
」、同
20
歳
以
上
の
障
害
者
に
は「
障

害
福
祉
年
金
」等
の
税
方
式（
無
拠
出
制
）

を
併
用
し
た
。

　

国
民
年
金
の
制
度
設
計
は
、①
個
人
単

位
の
加
入
と
無
業
の
配
偶
者（
専
業
主
婦
）

の
任
意
加
入
②
定
額
負
担
・
定
額
給
付
③

給
付
費
の
3
分
の
1
の
国
庫
負
担
を
骨
格

と
し
た
。こ
の
特
徴
が
現
在
に
至
る
問
題

点
と
課
題
に
繋
が
っ
た
。

　

最
大
の
弱
点
は
、自
営
業
者
の
所
得
把

握
が
難
し
い
う
え
、豊
作
・
凶
作
に
象
徴
さ

れ
る
所
得
変
動
等
か
ら
、加
入
者
の
所
得

を
無
視
し
た
定
額
負
担
に
す
る
ほ
か
な

か
っ
た
こ
と
だ
。当
初
の
保
険
料
は
月
額

わ
ず
か
1
0
0
円（
35
歳
以
上
は
1
5
0

円
）だ
っ
た
が
、保
険
料
引
き
上
げ
に
連
れ
、

こ
の
逆
進
性
の
矛
盾
が
拡
大
さ
れ
る
宿
命

を
抱
え
た
。

最
大
の
合
併
・
最
大
の
リ
ス
ト
ラ

　

何
十
回
も
の
改
正
・
改
定
の
中
で
特
筆

す
べ
き
は
1
9
8
5
年
改
正
・
86
年
度
施

行
の「
基
礎
年
金
」創
設
で
あ
る
。

　

自
営
業
者
ら
の「
国
民
年
金
」を
20
〜
60

歳
未
満
の
全
員
加
入
の
制
度
へ
拡
大
し
、

被
用
者
や
自
営
業
者
の
別
な
く
負
担
し
、

共
通
の
老
齢
基
礎
年
金
を
給
付
す
る
仕
組

み
だ
。

　

す
で
に
農
林
水
産
業
の
衰
退
は
著
し
く
、

加
入
者
急
減
に
よ
る
財
政
破
綻
は
必
至
の

状
態
に
あ
っ
た
。当
時
の
政
府
・
厚
生
省
は

「
老
後
の
基
本
的
な
生
計
費
は
同
じ
負
担

で
同
じ
給
付
」と
説
明
し
た
が
、支
え
手
の

減
少（
負
担
）と
受
け
手（
給
付
）の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
た
国
民
年
金
を
吸
収
・
合
併
で

救
う
妙
手
で
あ
っ
た（
図
参
照
）。

　

同
時
に
20
歳
前
の
障
害
も
保
障
す
る
障

害
基
礎
年
金
の
創
設
、専
業
主
婦
ら
に
老

「
国
民
年
金
」と
い
う

	
基
盤
と
そ
の
重
さ

■
皆
年
金
50
年

宮
武 

剛 

の  

社
会
保
障  

言 

論

「
国
民
年
金
」と
い
う

	
基
盤
と
そ
の
重
さ



■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県

立
大
学
教
授
を
経
て
、 

現
在
、目
白
大
学
教
授
。

近
刊
に『
現
代
の
社
会
福
祉
　
1
0
0
の
論
点
』（
監
修
・
共
著
、全
国

社
会
福
祉
協
議
会
刊
）。

齢
基
礎
年
金
支
給（
3
号
被
保
険
者
）等
で

創
設
時
の
幾
つ
か
の
宿
題
も
解
決
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
大
改
革
は
、2
0
0
4

年
改
正
・
施
行
の「
保
険
料
の
上
限
固
定
と

給
付
の
自
動
調
整
策
」で
あ
る
。

　

高
齢
化
の
急
進
展
に
備
え
、厚
生
年
金

の
保
険
料
率
は
2
0
1
7
年
度
で
年
収
の

18
・
3
%
、国
民
年
金
は
同
1
万
6
9
0
0

円（
04
年
度
価
格
）で
固
定
す
る
。同
時
に

少
子
化
に
よ
る
支
え
手
の
減
少
・
長
命
化

に
よ
る
受
給
額
の
増
加
に
応
じ
給
付
水
準

を
引
き
下
げ
る「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」

を
導
入
し
た（
新
規
裁
定
時
に
賃
金
上
昇

率
を
、既
裁
定
年
金
に
は
物
価
上
昇
率
を

上
乗
せ
す
る
が
、こ
の
上
乗
せ
分
か
ら
0
・

9
%
程
度
を
差
し
引
く
）。

　
「
団
塊
世
代
」
の
引
退
時
期
を
狙
い

「
10
兆
円
の
給
付
削
減
」と
推
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、そ
の
後
の
デ
フ
レ
経
済（
物
価
下

落
と
賃
金
の
低
迷
）で
い
ま
だ
に「
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
」は
適
用
さ
れ
て

い
な
い
。

　

次
の
半
世
紀
へ
急
が
ば
回
れ

　

民
主
党
政
権
は
国
民
年
金
を

含
む
報
酬
比
例
年
金
へ
の
一
元

化
と
租
税
に
よ
る
最
低
保
障
年

金
を
組
み
合
わ
せ
る
年
金
改
革

案
を
公
約
に
掲
げ
た
。年
金
史
上

も
っ
と
も
野
心
的
な
提
案
に
違

い
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
大
改
革
を

「
2
0
1
3
年
度
ま
で
に
法
案
化
」

と
言
っ
て
の
け
た
楽
天
主
義
と

認
識
不
足
は
致
命
的
だ
。自
営
業

者
ら
を
報
酬
比
例
年
金
に
組
み

込
む
難
し
さ
は
半
世
紀
前
と
変

わ
り
な
い
。厚
生
年
金
の
最
終
保
険
料
率

18
・
3
％
の
全
額
負
担
を
求
め
る
の
か
。半

額
を
租
税
で
補
助
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま

い
。15
％
程
度
ま
で
引
き
下
げ
れ
ば
被
用

者
の
年
金
額
も
大
幅
に
下
が
る
。

　

自
営
業
の
所
得
把
握
も
依
然
と
し
て
難

し
く
、「
赤
字
」「
儲
け
は
わ
ず
か
」と
、最
低

保
障
年
金
対
象
へ
流
れ
、1
0
0
0
万
人

超
の
専
業
主
婦（
低
所
得
の
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
を
含
む
）と
共
に
膨
大
な
国
費
投
入

を
強
い
る
。

　

最
終
到
達
点
を
見
据
え
な
が
ら
社
会
保

障
番
号
や
納
税
者
番
号
の
導
入
・
女
性
の

就
労
促
進
策
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
ら
の
社

会
保
険
加
入
条
件
の
拡
大
等
の
環
境
・
条

件
を
着
実
に
整
え
る
こ
と
だ
。そ
の
間
、ま

ず
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
を
進
め
る

方
策
も
あ
る
。財
源
問
題
も
含
め「
急
が
ば

回
れ
」の
現
実
的
な
対
応
へ
切
り
替
え
る

時
期
を
迎
え
た
。

※
参
考
文
献
・
吉
原
健
二
著『
わ
が
国
の
公
的
年

金
制
度
』（
中
央
法
規
出
版
）
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◆1961年度、「国民年金」発足による「皆年金」の実現

◆1986年度、「基礎年金」創設による一元化

国民年金

国　民　年　金　（給付時は基礎年金）

国　庫　負　担　（給付額の3分の1、09年度で2分の1）

厚生年金 共済年金

厚生年金
（報酬比例部分）

共済
年金


